
令和８年度 一般会計歳出　第　10　款　２　項　２　目　１２　節　委託料

種目番号 委託担当

－

設　計　書
1 　委　　託　　名 鶴見工場焼却灰資源化処理委託

2 　履　行　場　所 資源循環局鶴見工場ほか

3 　履　行　期　間 □期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで

　又　は　期　限 ■期限 契約締結の日から令和９年３月31日まで

4 　契　約　区　分 □確定契約 ■概算契約

5 なし

6  現　場　説　明 ■ 不要

□ 要 （　　月　　日　　時　　分、場所 ）

7  委　託　概　要 　本委託は、横浜市資源循環局鶴見工場から排出される

焼却灰（主灰）を受託者施設まで輸送し、資源化処理す

る業務であり、焼却灰の有効利用を図るものである。

横浜市資源循環局 Ｐ　　1　　　　

受付番号
連絡先

 その他特約事項

施設課　TEL 671-2560



8 　部分払

■する （10 回以内）

□しない

部分払の基準

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価 金額

焼却灰資源化処理 6月～3月 ( 750 ) トン ( )

※輸送費込み

＊　単価及び金額は、消費税等相当額を含まない金額。

＊　概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む。

委託代金額 （￥　 　）

内訳 業務価格 （￥ ）

消費税等相当額 （￥ ）

横浜市資源循環局 Ｐ　　２　　　　



委託内訳書

業務価格

　焼却灰資源化処理 ( 750 ) トン ( ) 輸送費込み

計 ( )

消費税等相当額 1 式 ( )

計 ( )

業務委託料 ( )

※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　）で囲む

横浜市資源循環局 Ｐ　　３　　　　

総　括　表

名称 形状寸法等 数量 単位
単価
(円)

金額(円) 摘要



令和８年３月版

１　適用する仕様書等

　　資源循環局が発注する委託等に適用する仕様書、特記仕様書、適用図書及び遵守事項は、下記の共通

　仕様書等のうち☑が印されたものとする。

適用 名称 改定年月

☑ 委託共通仕様書 令和７年７月

☑ 資源循環局構内作業基準 令和７年６月

□ 横浜市土木設計業務共通仕様書 令和７年３月

□ 横浜市測量業務共通仕様書 令和７年３月

□ 横浜市地質調査業務共通仕様書 令和７年３月

□ 横浜市建築局建築設計委託業務共通仕様書 令和６年12月

□ 横浜市建築局建築工事監理委託業務共通仕様書 令和６年12月

□ 個人情報取扱特記事項

受託者は、この契約に基づき個人情報を取り扱う事務を行う場合には、「個人情報取扱特

記事項」を遵守し、業務着手にあたっては「個人情報取扱特記事項」に基づく研修を実施

し、個人情報保護に関する誓約書及び研修実施報告書を提出すること。

□ 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項

（設計・測量等委託契約約款を適用する委託契約については、本特記事項の内容を適用する。

その場合、委託契約約款に該当する項目は、設計・測量等委託契約約款に記載の項目に読み

替える。）

□ 前金払に関する特記事項

本委託業務については、契約代金額が、設計・調査業務の場合300万円以上、測量業務の場

合200万円以上（設計・調査業務と測量業務が含まれる場合は200万円以上）となった場合

は、前払金を請求することができる。

□ ワンデーレスポンスに関する特記事項

監督員及び受託者は、「ワンデーレスポンス」「ウィークリースタンス」に努める。

２　入手先

　　仕様書は以下の市ホームページからダウンロードすること。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/shigen/shiyousyo

適用する仕様書等(委託)

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/youshiki/shigen/shiyousyo
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特記仕様書 

１ 委託概要 

本委託は、横浜市資源循環局鶴見工場（以下、焼却工場という）から排出される焼却灰（主

灰）を、受託者施設まで輸送し、資源化処理する業務であり、焼却灰の有効利用を図ることを想

定している。 

２ 履行期限 

履行期限は、契約締結日から令和９年３月 31日までとする。 

３ 処理及び搬出頻度 

焼却工場からの搬出頻度は週１～３回を目安とし、各月の処理量、焼却工場への入場時間につ

いては別途協議を行うものとする。 

４ 関係法令 

本委託業務の履行に際し、受託者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「同施行令」、「同

施行規則」、その他関係法令を遵守すること。 

５ 委託契約の解除 

本委託は廃棄物処理委託契約約款に規定するもののほか、本市と受託者施設の所在する自治

体間において本委託を履行するうえで必要な協定等が整わない場合は、本市及び受託者の合意

の上、本委託契約を無条件で解除できるものとする。 

６ 委託業務内容 

（１） 焼却工場入場の際に使用する車両については、別紙の、工場内のルート図を確認のうえ、

高さ 3.3ｍ以下の焼却灰の飛散や漏水・防止対策を施した車両を用意すること。なお、フルト 

レーラー等の使用は原則不可とする。

（２）ディーゼル車を使用する場合は、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」を遵守するこ 

と。 

（３）焼却灰の積込日時は原則として、平日８時 00 分～16 時 00 分とし（年末年始、設備点検日

を除く）、本市と協議のうえ決定すること。なお焼却工場の稼働状況等によっては、協議して

いた日時に急な変更が発生することがあるため、それに対応できるよう留意すること。 

（４）焼却工場での焼却灰の車両への積込み作業は、灰クレーンによって本市が行う。

（５）焼却灰輸送重量の測定について、次のとおりとする。

（ア）原則として焼却工場の計量器で本市立会いのもと、空車重量と積載重量を計量し、その差 

引き重量を出来高数量とする。 
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（イ） 計量器は最大計量が 30トン、幅３ｍ×長さ 7.5ｍであるため、計量可能な車両を用意す

  ること。 

（６）本市から搬出した焼却灰を受託者施設にて、資源化処理すること（溶融処理による）。また、 

その履行確認等を本市が行えるようにすること。 

（７）焼却灰を処理する受託者施設は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に掲げる一般廃棄 

物処理施設の技術上の基準及び一般廃棄物処理施設の維持管理上の基準に適合する施設であ 

ること。 

（８）受託者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条第１項第９号に義務付けられ

ている本市から受託者施設が所在する自治体への通知について、資料提供などの協力を行う 

こと。 

７ 報告書等 

（１）実績報告書

受託者は検査ごとに、資源化処理量実績、出来高、使用した車両の車両番号、委託写真など

  を盛り込んだ内容を実績報告書として速やかに提出すること。なお、焼却工場搬出時および 

  受託者施設受入れ時の写真を月に１回以上撮影し、可能な限り施設内における資源化処理状 

  況も適宜撮影すること。 

（２）提出書類

資源循環局委託共通仕様書に定められているもののほか、次の書類を本市に提出すること。 

なお、上記仕様書の１総則(1)に記載の委託契約約款は、廃棄物処理委託契約約款を適用する。 

提出書類 提出時期 部数 備考 

打合せ議事録 業務着手中 １部 必要に応じて 

８ 焼却灰分析結果および工場内ルート図等 

  別紙参照



 

 

 

 

別紙（鶴見工場） 



分析項目 単位 分析結果

水銀又はその化合物 mg/kg 0.02

カドミウム又はその化合物 mg/kg 15

鉛又はその化合物 mg/kg 90

六価クロム化合物 mg/kg 1.1

砒素又はその化合物 mg/kg 3.3

シアン化合物 mg/kg 6

セレン又はその化合物 mg/kg 0.2

銅及びその化合物 mg/kg 1600

亜鉛及びその化合物 mg/kg 2400

鉄及びその化合物 mg/kg 37000

マンガン及びその化合物 mg/kg 660

クロム及びその化合物 mg/kg 190

分析項目 単位 分析結果

水銀又はその化合物 mg/L 0.0005未満

カドミウム又はその化合物 mg/L 0.009未満

鉛又はその化合物 mg/L 0.03未満

六価クロム化合物 mg/L 0.06

砒素又はその化合物 mg/L 0.03未満

シアン化合物 mg/L 0.1未満

生物化学的酸素要求量（BOD） mg/L 210

窒素含有量 mg/L 14

化学的酸素要求量（COD） mg/L 150

水素イオン濃度 pH 12.0（22℃）

鶴見工場　焼却灰分析結果

【溶出試験】※令和７年11月採取

【含有量試験】※令和７年11月採取



分析項目 単位 分析結果

ダイオキシン（実測濃度） ng/g 1.3

ダイオキシン（毒性等量） ng-TEQ/g 0.0061

分析項目 単位 分析結果

水分 ％ 27.1

大型不燃物の割合 ％ 14.8

熱灼減量（大型不燃分除去後） ％ 4.0

熱灼減量（焼却残渣） ％ 3.4

分析項目 単位 分析結果

二酸化けい素 ％ 9.3

酸化アルミニウム ％ 7.1

酸化鉄（Ⅲ） ％ 6.1

酸化カルシウム ％ 36.9

酸化マグネシウム ％ 1.2

三酸化硫黄 ％ 2.4

酸化ナトリウム ％ 2.5

酸化カリウム ％ 3.5

酸化チタン（Ⅳ） ％ 2.3

酸化りん（Ⅴ） ％ 5.7

酸化マンガン ％ 0.1

酸化ストロンチウム ％ 0.1未満

塩素 ％ 6.8

炭素 ％ 2.07

水素 ％ 0.62

窒素 ％ 0.07

灰分 ％ 90.9

可燃分 ％ 9.1

【成分分析（大型不燃分補正）】※令和７年11月採取

【熱灼減量分析】※令和７年12月採取

【ダイオキシン類測定】※令和７年９月採取





※注意
１.灰車路へ進入できる車両は全高3.3ｍ以下とする。
２.搬出量は当工場の計量器で計量し、積載重量と空車重量の差に

よるものとする。

３.工場内は一方通行である。
４.工場内は制限速度(20ｋｍ/時）を守って走行すること。
５.工場内の通行ルートは状況により変わることがあります。

01182075
折れ線

01182075
折れ線

01182075
引き出し線
➀4番レーンで空車の計量を行う

01182075
引き出し線
➁ヤードに入り、ホッパー下に停車して灰を積み込む

01182075
折れ線

01182075
折れ線

01182075
引き出し線
③積載の計量を行う

01182075
折れ線



※注意
１.灰車路へ進入できる車両は全高3.3ｍ以下とする。
２.搬出量は当工場の計量器で計量し、積載重量と空車重量の差に

よるものとする。

３.工場内は一方通行である。
４.工場内は制限速度(20ｋｍ/時）を守って走行すること。
５.工場内の通行ルートは状況により変わることがあります。

②幅6.8m

③幅5.7m

④幅4.0m

⑤段差あり

⑥幅9.7m

⑦幅4.3m

①段差あり

⑧幅4.0m

01182075
テキストボックス
幅員図（※あくまで参考値）

01182075
線

01182075
線

01182075
線

01182075
線

01182075
線

01182075
線

01182075
楕円

01182075
楕円
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